
平成２８年度介護福祉士修学資金等貸付 

介護福祉士実務者研修受講資金 募 集 要 項 

 

 

制度の概要 

 この制度は、介護福祉士実務者研修施設等に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す学生に対し修

学資金を貸し付け、もってこれらの方の就学を容易にすることにより、介護福祉士の養成確保に資す

ることを目的としています。 

１  応募資格 

 次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方（ただし、他都道府県（他都道府県が適当と認める団

体を含む。）の介護福祉士修学資金等貸付、生活福祉資金の教育支援資金、母子父子寡婦福祉資金の

修学資金・就学支度資金など国庫補助事業等により実施されている貸付事業の貸付けを受ける方、及

び離職者訓練による介護福祉士訓練の受講生は、対象外です。） 

（１）原則として岡山県内の社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣

及び厚生労働大臣の指定した学校または岡山県知事の指定した介護福祉士実務者研修施設（以下

「実務者研修施設」という）に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す方 

（２）原則として岡山県内に住民登録をしているものであって、卒業後、継続的に介護等の業務（以

下「指定業務」という。）に従事しようとする方 

（３）実務者研修施設を卒業した日（※）から１年以内に介護福祉士として登録し、かつ、岡山県内

の社会福祉施設等において継続的に指定業務に携わる意思を有する方 

 ※ 実務者研修施設を卒業した日において介護等の業務に従事する期間が３年に達してない場合に

あっては、「介護等の業務に従事する期間が３年に達した日」と読み替えます。 

２ 修学資金貸付額等 

（１）右記の金額を上限として貸し付けします。  ２００，０００円以内（一括） 

      〔貸付対象となる資金の使途〕 

○実務者研修施設に支払う授業料、実習費、教材費等。参考図書、学用品、交通費及び国家

試験の受験手数料等 

（２）貸付利子  無利子。ただし、返還期間を過ぎても返済が済んでいない場合は、その残額に対

して、年５％の延滞利子がかかります。 

３ 貸付期間  実務者研修施設に在学する期間 

 

４ 貸付金の返還免除 

次のいずれかに該当する場合には、申請により貸付金の返還債務が免除されます。 

（１）貸付決定者が実務者研修施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、岡山県内

の社会福祉施設等（県外の一定の国立施設等を含む。）において指定業務に従事し、かつ、２年

間従事したとき。 

（２）指定業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故

障のため業務を継続することができなくなったとき。 

 

 



５ 返 還 

  次の事由が生じた場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から１２ヶ月以内に、月賦又

は半年賦による均等払（一括も可）で返還していただきます。 

（１）貸付契約が解除（死亡し、又は退学したとき等）され、貸付けが中止されたとき。 

（２）当該実務者研修施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士等登録簿に登録せず、又は岡山県

内において指定業務に従事しなかったとき。 

（３）岡山県内において指定業務に従事する意思がなくなったとき。 

（４）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。 

 

申込方法等 

１ 申込時の提出書類 

（１） 実務者研修受講資金借入申込書･･････････別紙１ 様式第１号の２（本人が作成） 

 （注１）借入申込者および連帯保証人のそれぞれにご理解いただき、自筆での署名と捺印が必要です。 

 （注２）連帯保証人は１人とし、それぞれ独立した生計を営む保証能力の確実な成年者としてください。 

借入申込者が未成年者である場合は、連帯保証人は法定代理人（親権者等）としてください。 

（２）業務従事施設からの推薦書（様式第２２号）※現に施設に従事していない場合は添付不要。 

（３）借入申込者の住民票の写し（世帯全員の写し：申請日より３か月以内のもの） 

※個人番号（マイナンバー）の記載がないものを提出してください。 

（４）連帯保証人の平成２８年度所得・課税証明書（平成２７年中の所得に対応するもの）について

市町村長発行のもの） 

（５）実務者研修施設の受講を証明する書類 

（６）実務経験証明書（従事している〔従事していた〕事業所・施設の証明書）（様式第２３号） 

（７）個人情報の取扱いについての同意書 

 

２ 借入申込書等の提出先・期限等 

 ・借入申込書等の申請書類は、平成２９年１月１６日(月)本会必着で提出してください。 

 ・郵送の際は、簡易書留または特定記録郵便で郵送してください。普通郵便で郵送し、不着等の事

故が生じた場合には本会では責任を負いません。 

 

３ 貸付決定又は不承認の通知 

  提出書類に基づき、借入申込者の中から本会の資金計画に応じて選考し、貸付決定通知書又は不

承認通知書を送付します。また、推薦された介護施設又は事業所の長あてに、書面により通知いた

します。 

   ※審査内容及び不承認決定の理由に関するお問合せにはお答えできませんので予め御了承くださ 

い。 

 

  



４ 貸付決定後の提出書類 

  貸付決定を受けた者には、次の書類を提出していただきます。期限までに本会へ提出がなければ、

借入れを辞退したものとみなします。 

（１）借用証書（本人が作成。未成年者の場合、法定代理人（親権者等）の同意が必要。） 

  （注）連帯保証人及び法定代理人（親権者等）の印鑑は印鑑登録されたものを使用してください。 

（２）本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 各１通 

  （注）市町村長から３か月以内に交付されたものに限ります。 

（３）口座振込申出書（本人名義の口座に限ります。） 

 

問合せ先 

   〒700-0807 岡山市北区南方２丁目１３－１ きらめきプラザ内 

  社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 地域福祉部 生活福祉資金班  

TEL ０８６－２２６－３５４４（直通） 

 

 

 


